
既設エアコンが故障しているの場合の必要書類確認のためのフロー

【ここからスタート】
　 いいえ

はい

　いいえ

はい

修理不可
　いいえ

修理可能
はい

該当しない

　　　　 該当する

（※１）既設エアコンの修繕にかかる費用は、
　　　補助対象とはなりません。

（※２、３、４）事業者への修理依頼（相談）、
　　　修理不能証明書、修繕に要する見積書
　　　の取得等は、費用がかかる場合が
　　　ございますので、あらかじめ御承知
　　　ください。

（※５）エアコンの主要部品の交換が必要でない
　　　　場合、本補助金の対象となりません。

居住する自宅に設置されているエアコ

ンが全て故障している
対象外

修理不能証明書が

取得可能

修理不能証明書

（※４）を取得し、申

請書類に添付

修理に必要な見積(書）を取得

（※３）

見積内訳の確認

①室内機の基盤、又は（室外機

の）コンプレッサー等の主要部品

の交換が必要である。

②エアコンの維持管理的な修繕

ではない

対象外

対象

市に個別に

お問合せく

ださい。

修繕に要する見積書を申請書類

に添付（※５）

非課税世帯等エアコン設置費補助金

を活用することにより、既設エアコン

を撤去し、エアコンを新たに購入設置

したい（※１）

事業者等に相談した結果、修理が

可能（※２）


